
平
成
二
十
五
年
四
月
四
日
提
出

質

問

第

四

五

号

共
通
番
号
制
度
に
よ
り
効
率
化
が
進
む
と
さ
れ
る
事
務
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

赤

嶺

政

賢
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共
通
番
号
制
度
に
よ
り
効
率
化
が
進
む
と
さ
れ
る
事
務
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
案
」
及
び
関
係
法
案
を

提
出
し
た
。
こ
の
法
案
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
法
案
の
別
表
第
二
上
段
に
掲

げ
ら
れ
た
情
報
照
会
者
が
、
二
段
目
に
掲
げ
ら
れ
た
事
務
に
つ
い
て
、
三
段
目
の
情
報
提
供
者
か
ら
四
段
目
の
特
定
個
人
情
報

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の
利
便
性
や
事
務
の
効
率
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
別
表
第
二
が
規

定
す
る
情
報
照
会
者
は
、
百
十
五
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
段
目
に
掲
げ
ら
れ
た
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
照
会
者
の
複

数
の
事
務
を
内
包
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
に
よ
っ
て
、
三
段
目
の
情
報
提
供
者
や
四
段
目
の
特
定
個
人
情
報
も
異
な
っ
て
い
る

と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
別
表
第
二
の
三
の
情
報
照
会
者
は
、
健
康
保
険
組
合
で
あ
る
。
こ
の
健
康
保
険
組
合
が
、
医
療
保
険
の

二
重
加
入
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
保
険
給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
た
め
に
、
他
の
医
療
保
険
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
か
ら
、
資
格
喪
失
な
ど
の
医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
の
提
供
を
受
け
る
。
ま
た
、
健
康
保
険
組
合
が
、
加
入
者
の
扶

養
者
の
資
格
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
保
険
給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
た
め
に
、
市
町
村
長
か
ら
扶
養
者
の
所
得
な
ど
の

地
方
税
関
係
情
報
、
扶
養
者
の
同
居
や
続
柄
な
ど
の
住
民
票
関
係
情
報
の
提
供
を
受
け
る
。
ま
た
、
健
康
保
険
組
合
が
、
高
額

医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
を
活
用
し
て
、
加
入
者
の
一
定
額
の
自
己
負
担
分
を
支
給
す
る
と
い
う
保
険
給
付
の
支
給
に
関
す

一



る
事
務
の
た
め
に
、
市
町
村
長
か
ら
、
合
算
に
か
か
る
介
護
保
険
給
付
関
係
情
報
の
提
供
を
受
け
る
。
ま
た
、
健
康
保
険
組
合

は
、
健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
給
付
と
の
併
給
調
整

と
い
う
保
険
給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
た
め
に
、
健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
、
健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報

の
提
供
を
う
け
る
。
ま
た
、
傷
病
手
当
と
の
併
給
調
整
と
い
う
保
険
給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
た
め
に
、
厚
生
労
働
大
臣

若
し
く
は
日
本
年
金
機
構
又
は
共
済
組
合
等
か
ら
、
傷
病
手
当
に
関
す
る
年
金
給
付
関
係
情
報
の
提
供
を
う
け
る
等
々
で
あ

る
。
し
か
し
、
別
表
第
二
を
見
た
だ
け
で
は
、
以
上
の
内
容
は
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
百
十
五
の
情
報
照
会
者
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の

よ
う
な
事
務
に
お
い
て
、
ど
の
情
報
提
供
者
か
ら
ど
の
よ
う
な
特
定
個
人
情
報
を
提
供
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
質
し
た
質
問
主
意
書
を
す
で
に
提
出
し
た
。

政
府
は
、
共
通
番
号
制
度
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
、
サ
ー

ビ
ス
の
申
請
等
に
あ
た
っ
て
所
得
証
明
書
等
の
書
類
の
提
出
が
不
要
と
な
る
、
給
付
間
の
併
給
調
整
等
を
的
確
・
効
率
的
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
指
摘
し
た
よ
う
に
、
別
表
第
二
を
見
た
だ
け
で
は
、
具
体
的
な

事
務
が
判
明
し
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
申
請
書
類
の
簡
素
化
や
併
給
調
整
が
可
能
に
な
る
の
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
し
、
私

二



が
知
る
限
り
、
政
府
か
ら
も
、
個
別
の
事
務
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
申
請
書
類
の
簡
素
化
や
併
給
調
整
が
可
能
と
な
る
の
か
、

公
的
な
説
明
は
な
か
っ
た
。

別
表
第
二
の
三
の
例
で
言
え
ば
、
健
康
保
険
組
合
が
、
市
町
村
長
か
ら
、
加
入
者
と
扶
養
者
に
か
か
る
続
柄
情
報
を
含
む
住

民
票
関
係
情
報
の
提
供
を
受
け
取
る
こ
と
か
ら
、
扶
養
手
続
に
か
か
る
住
民
票
の
提
出
が
不
要
に
な
る
と
い
っ
た
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
住
民
票
の
続
柄
情
報
で
は
、
加
入
者
が
世
帯
主
で
な
い
場
合
は
、
加
入
者
の
配
偶
者
や
子
ど
も
な
ど
の
続
柄
は
表

示
さ
れ
ず
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
で
は
、
そ
う
し
た
場
合
に
、
戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。

国
家
公
務
員
共
済
組
合
に
お
い
て
も
、
配
偶
者
を
婚
姻
に
よ
り
扶
養
す
る
場
合
に
は
、
住
民
票
だ
け
で
は
、
婚
姻
の
日
を
確
定

で
き
ず
、
戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
等
の
提
出
を
求
め
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
で

は
、
扶
養
者
の
所
得
を
確
定
す
る
た
め
に
、
雇
用
保
険
の
受
給
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
受
給
資
格
者
証
の
写
し
の
提
出
を
求
め

て
い
る
。
こ
う
い
う
実
態
が
あ
る
な
ら
、
扶
養
手
続
の
事
務
に
お
い
て
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
は
、
必
要
な

情
報
を
す
べ
て
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
戸
籍
謄
本
の
提
出
が
必
要
な
ら
、
加
入
者
は
、
住
民
票
を

取
り
に
市
役
所
に
行
か
な
く
て
も
済
む
が
、
戸
籍
謄
本
は
取
り
に
市
役
所
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
で
は
、
利

便
性
の
向
上
は
、
市
役
所
の
な
か
で
回
る
窓
口
が
減
る
程
度
の
も
の
と
な
る
。

三



併
給
調
整
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
三
の
例
で
言
え
ば
、
健
康
保
険
組
合
が
、
健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
他

の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
給
付
と
の
併
給
調
整
と
い
う
保
険
給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
た

め
に
、
健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
、
健
康
保

険
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
う
け
る
と
い
っ
た
例
で
あ
る
。
同
種

の
規
定
は
、
協
会
け
ん
ぽ
や
共
済
、
国
保
に
も
あ
る
。
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
別
表
第
二
の
四
十
三
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
法
に
よ
り
併
給
調
整
の

対
象
と
な
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
は
二
十
五
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
「
被
保
険
者
の
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
き
、
国

会
職
員
法
に
基
づ
く
医
療
に
関
す
る
給
付
を
支
給
し
て
い
る
旨
そ
の
他
必
要
な
情
報
」
と
い
う
「
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情

報
」
が
あ
り
、
そ
の
給
付
主
体
は
、
「
衆
議
院
の
議
長
又
は
参
議
院
の
議
長
」
と
あ
る
。
こ
の
併
給
調
整
の
件
数
は
極
め
て
少

な
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
被
保
険
者
の
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
き
、
労
働
基
準
法
の
規
定
に
よ
る
療

養
補
償
を
支
給
し
て
い
る
旨
そ
の
他
必
要
な
情
報
」
と
い
う
「
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
が
あ
り
、
そ
の
給
付
主
体
は
、

「
使
用
者
」
と
あ
る
。
こ
の
併
給
調
整
の
件
数
も
極
め
て
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
一
方
、
労
働
基
準
法
の
「
使

用
者
」
の
数
は
膨
大
で
あ
り
、
「
使
用
者
」
す
べ
て
が
別
表
の
規
定
す
る
「
情
報
提
供
者
」
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い

四



か
と
思
わ
れ
る
。
併
給
調
整
の
効
果
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
併
給
調
整
先
と
の
併
給
調
整
実
績
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
が
、
や
は
り
、
そ
の
検
証
に
必
要
な
併
給
調
整
実
績
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

政
府
は
、
共
通
番
号
制
度
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
申
請
書
類
の
簡
素

化
及
び
、
給
付
間
の
併
給
調
整
を
掲
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
検
証
を
可
能
と
す
る
説
明
や
実
績
等
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ

る
。

一

別
表
第
二
に
は
、
百
十
五
の
情
報
照
会
者
の
事
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
私
が
、
別
表
第
二
の
三
の
健
康
保
険
組

合
の
事
務
で
例
示
し
た
よ
う
に
、
別
表
第
二
の
三
に
は
、
申
請
書
類
の
簡
素
化
の
対
象
と
な
る
「
健
康
保
険
法
に
よ
る
保
険

給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
」
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
私
が
例
示
し
た
扶
養
手
続
に
係
る
申
請
書
類
の
簡
素
化
以
外
に

も
、
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
に
お
い
て
、
介
護
自
己
負
担
額
証
明
書
の
申
請
書
類
の
簡
素
化
も
あ
る
。
百

十
五
の
情
報
照
会
者
の
事
務
に
つ
い
て
、
申
請
書
類
の
簡
素
化
を
想
定
し
て
い
る
事
務
・
手
続
き
に
つ
い
て
、
想
定
し
て
い

る
も
の
を
情
報
照
会
者
ご
と
に
個
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

百
十
五
の
情
報
照
会
者
の
事
務
の
う
ち
、
申
請
書
類
の
簡
素
化
を
想
定
し
て
い
る
事
務
・
手
続
き
の
中
に
は
、
私
が
日
本

私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
扶
養
申
請
手
続
き
な
ど
で
例
示
し
た
よ
う
に
、
申
請
者
に
よ
っ
て
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト

五



ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
情
報
で
は
完
結
せ
ず
、
申
請
者
に
戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
な
ど
の
提
出
が
必
要
と
な

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
百
十
五
の
情
報
照
会
者
の
事
務
の
う
ち
、
申
請
書
類
の
簡
素
化
を
想
定
し
て
い
る
事
務
・
手
続
き

の
中
で
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
、
申
請
者
に
求
め
る
証
明
書
類
の
全
て
を
無
く
せ
る
も
の
は
ど
れ
か
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
先
の
例
の
よ
う
に
、
戸
籍
謄
本
な
ど
自
ら
取
り
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
が
残
る
事
務
は

ど
れ
か
。
提
出
す
る
必
要
が
残
る
書
類
名
（
戸
籍
謄
本
な
ど
）
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

別
表
第
二
に
は
、
百
十
五
の
情
報
照
会
者
の
事
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
私
が
、
別
表
第
二
の
四
十
三
の
市
町
村

長
又
は
国
民
健
康
保
険
組
合
の
事
務
で
例
示
し
た
よ
う
に
、
併
給
調
整
の
対
象
と
な
る
事
務
が
あ
る
。
そ
の
例
示
で
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
場
合
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
法
に
よ
り
併
給
調
整
の
対
象
と
な
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る

情
報
は
二
十
五
に
の
ぼ
り
、
給
付
主
体
も
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
百
十
五
の
情
報
照
会
者
の
事
務
に
つ
い
て
、
併
給
調
整
の
対

象
と
な
る
給
付
及
び
そ
の
主
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
が
想
定
し
て
い
る
も
の
を
情
報
照
会
者
ご
と
に
個
別
に
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

四

百
十
五
の
情
報
照
会
者
の
事
務
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
の
二
段
目
の
「
事
務
」
を
規
定
す
る
個
々
の
法
律
が
要
求
し
て
い

る
併
給
調
整
は
、
す
べ
て
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の

六



か
。
例
え
ば
、
別
表
第
二
の
三
十
九
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
併
給
調
整
規
定
で
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
提
供
す
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
国
家
公
務

員
共
済
組
合
法
第
六
十
条
は
、
さ
ら
に
、
第
二
項
、
第
三
項
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
別
表
第
二
の
三
十
九
か
ら
外
れ
て
い

る
。
併
給
調
整
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
は
完
結
せ
ず
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
の
手

続
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
百
十
五
の
情
報
照
会
者
の
事
務
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
の
二
段
目
の
「
事
務
」
を
規
定

す
る
個
々
の
法
律
が
要
求
し
て
い
る
併
給
調
整
が
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
完
結
す
る
併
給
調
整
に

か
か
る
事
務
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
次
に
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
は
完
結
し
な
い
事
務
に
つ
い

て
は
、
従
来
通
り
の
手
続
が
必
要
と
な
る
併
給
調
整
対
象
の
支
給
主
体
及
び
、
ど
の
よ
う
な
支
給
な
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。
ま
た
、
な
ぜ
、
そ
の
併
給
調
整
対
象
の
支
給
情
報
及
び
支
給
主
体
を
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
対
象
か

ら
は
ず
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

政
府
は
、
共
通
番
号
制
度
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
申
請
等
に
あ
た
っ
て
所
得
証
明
書
等
の
書
類
の
提
出

が
不
要
と
な
る
、
給
付
間
の
併
給
調
整
等
を
的
確
・
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
て
き
た
。
し
か
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し
、
実
際
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
務
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
書
類
の
提
出
が
不
要
に
な
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
併

給
調
整
が
可
能
に
な
る
の
か
個
別
具
体
的
に
説
明
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
政
府
が
い
く
ら
こ
う
し
た
メ
リ
ッ
ト
を

説
明
し
て
も
、
国
民
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
安
倍
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

八


